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■福岡市に関わる全てのステークホルダーの参画を目指します

■持続可能な社会を実現し、安全・安心な生活環境を将来に受け継ぎます

■地域循環共生圏の形成により地域の活力が最大限発揮される循環のまちを目指します

（１）計画策定の趣旨

（１）現状 【ごみ処理量】
（２）課題

【古紙】
〇「雑がみ」回収の認知度向上
〇古紙分別制度の定着

【⾷品廃棄物】
〇業種別の対策
〇フードバンクの活⽤に関する広報啓発の強化
〇新規資源化施設の誘致

第１章 計画策定の考え⽅

循環のまち・ふくおか推進プラン（原案）概要

第２章 ごみ処理等の現状

資料２

みんなでつくろう！ 活力ある未来へつなぐ 「循環のまち・ふくおか」

基本方針1 都市特性を踏まえた循環型社会づくり

基本方針2 イノベーションとコミュニティによる地域循環共生圏の創造

基本方針3 持続可能なライフスタイルとビジネススタイルへの転換

基本方針4 適正処理の更なる推進

１

第３章 計画の基本的事項

（１）プランの構成・計画期間

（２）テーマ・基本⽅針

○変化が予想される社会環境や新型コロナウイルス
感染症の影響にも柔軟に対応していくため、
10年間の基本⽅針などを定める 「⻑期ビジョン」と
5年間の具体的施策を定める「実⾏計画」で構成

○ 基準年度︓2019年度
○ 計画期間︓1０年間

2021年度 〜 2030年度
○ 中間⽬標年度 2025年度
○ ⽬標年度 2030年度

【重点３品⽬】可燃ごみ組成の上位３品⽬である古紙、プラスチックごみ、⾷品廃棄物の
３種類を重点品⽬と位置付け、重点的な減量施策を実施

プラ古紙 食品

【古紙】
〇「雑がみ」回収の認知度向上

【プラスチックごみ】
〇不要なものを断る「リフューズ」の推進
〇プラスチックごみ処理のあり⽅検討

【⾷品廃棄物】
〇フードドライブの認知度向上
〇発⽣抑制を促す施策の強化
〇⽣ごみ堆肥化等の推進

【事業系ごみ】

【家庭ごみ】

福岡市

国内外
の動向

2011 「新循環のまち・ふくおか基本計画」策定

2014 第三次福岡市環境基本計画策定

2015 国連サミットにてSDGs採択
2015 パリ協定採択

2018 第五次環境基本計画策定

2018 第四次循環型社会形成推進基本計画策定

2019 プラスチック資源循環戦略策定
2019 ⾷品ロスの削減の推進に関する法律成⽴

2020 レジ袋有料化義務化
2019 パリ協定に基づく成⻑戦略としての⻑期戦略

前計画策定後の環境政策の動向
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「前計画」の推計⼈⼝

実績⼈⼝

＋約10万⼈
〇 2011年の 「新循環のまち・ふくおか基本計画」(前計画)策定から

10年が経過する中、⼈⼝が計画の想定を上回って増加しており、
好調な経済状況を背景に事業所数も増加

【ごみ処理量】
○ 2019年度のごみ処理量は約56.5万トンで、ほぼ

横ばいで推移している。
【家庭ごみ】
○ 市⺠１⼈１⽇あたりの原単位は基準年度と⽐較

して36g 減少し、前計画の2020年度⽬標値を
達成しているが、⼈⼝の増加により処理量は微増
傾向にある。

【事業系ごみ】
○ 事業所数が増加している中、事業者への指導・

啓発や⾃⼰搬⼊への規制強化等により、処理量は
基準年度と⽐較して約2.1万トン減少している。

実績⼈⼝と前計画の推計⼈⼝

〇 SDGs、パリ協定、国の環境基本計画など総合的・⻑期的な
政策の⽅向性が決定

〇 プラスチックごみや⾷品ロスといった新たな課題などへの対応が必要

〇 これらの状況の変化や、前計画では⾒込まれていなかった新たな課題
に対応するため、新計画「循環のまち・ふくおか推進プラン」を策定

2021 プラスチック資源循環促進法案

可燃ごみ組成(2019)

＋約1.2万
事業所

0.0

35.0

70.0

2009 2019 2020 2025

29.2万ﾄﾝ

27.3万ﾄﾝ

56.5万ﾄﾝ
50.0万ﾄﾝ

46.9万ﾄﾝ

基準年度 ⽬標値

29.4万ﾄﾝ

28.4万ﾄﾝ

（万トン）
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10年間で
36グラム減少（g/⼈・⽇）

基準年度

【原単位】

⽬標値

57.8万ﾄﾝ

事業所数の推移
2012 2019                              2025

2021年度
（令和３年度）

2025年度
（令和７年度）

2030年度
（令和12年度）

第１期実行計画

評価・検証

第２期実行計画

策定

長期ビジョン

第2期実行計画

評価・検証

次期計画

策定

循環のまち・ふくおか推進プラン

長期ビジョン（10年間）

第１期 実行計画（５年間） 第２期 実行計画（５年間）

可燃ごみ

約26.9万トン

資源化可能な古紙

4.4万ﾄﾝ

(雑がみ3.7万ﾄﾝ)

資源化困難な古紙

4.6万ﾄﾝ
プラスチック類

5.8万ﾄﾝ

食品廃棄物

8.1万ﾄﾝ

繊維類

2.1万ﾄﾝ
木片わら類

1.6万ﾄﾝ

その他

0.3万ﾄﾝ

可燃ごみ

約24.0万トン

資源化可能な古紙

6.3万ﾄﾝ

（雑がみ5.3万ﾄﾝ）

資源化困難な古紙

3.8万ﾄﾝ

プラスチック類

5.4万ﾄﾝ

食品廃棄物

6.1万ﾄﾝ

その他

2.3万ﾄﾝ



数値⽬標① ごみ処理量 ⽬標年度(2030)までに、基準年度(2019)より 3.5万トン削減
数値⽬標② 市⺠１⼈１⽇あたりの家庭ごみ処理量 基準年度(2019)より 25g削減
数値⽬標③ １事業所１⽇あたりの事業系ごみ処理量 基準年度(2019)より 3kg削減
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循環のまち・ふくおか推進プラン（原案）概要

第５章 ごみ処理体制

施策の評価

施策の実施

施策の見直し

計画・施策の決定
Plan Do

CheckAction

循環型社会

構築部会による

評価・助言

PDCAサイクルによる計画の進⾏管理

【分別収集】 家庭ごみ（夜間⼾別収集）、事業系ごみ（夜間収集）

○ 数値⽬標と取組指標により、毎年度、進捗状況の
客観的かつ合理的な評価を実施し、結果を公表

○ 福岡市環境審議会循環型社会構築部会にて
専⾨的⾒地による第三者評価を実施

○ 2024〜2025年度には第１期実⾏計画期間
の検証を⾏い、⻑期ビジョン、実⾏計画の⾒直しを
実施

第６章 計画の進⾏管理

（１）ごみ処理に関する基本的事項

（２）施設整備の基本⽅針
○ ごみの⻑期的・安定的な適正処理を確保するため、ごみの要処理量等を踏まえ計画的に施設を整備
○ ごみ処理施設は、効率的な収集運搬や災害時のリスク分散を踏まえた配置を検討

【中間処理の基本⽅針】
○ 福岡市の各施設においては、ごみを安定的・計画的・経済的に処理するため、⼗分な保守点検期間

の確保など処理能⼒を維持する対策を講じ、適切に運転・管理
○ 古紙や⾷品廃棄物など資源化可能なごみについては、⺠間施設も活⽤し、再⽣利⽤を促進

※ 新たな分別区分の追加は、国の動向を踏まえながら、資源物回収ルート、施設の整備状況、コスト、環境負荷、減量効果
などを総合的に勘案し検討する。

【資源物回収】
○ 地域集団回収や地域の回収拠点、スーパーマーケットなどの⺠間協⼒店、区役所等９か所の
公共施設において資源物を回収し、リサイクルを促進

家庭ごみ ４分別

事業系ごみ ３分別

燃えるごみ 燃えないごみ 空きびん・
ペットボトル 粗⼤ごみ

燃えるごみ 燃えないごみ 古 紙

古紙・空き⽸・空きびんなど

※ 処理施設で選別し、
最終的に９区分で処理

第４章 施策の推進（実⾏計画）
（３）数値⽬標

（１）施策の体系
第４章 施策の推進（実⾏計画）

第３章 計画の基本的事項

１次推計︓前計画に基づく現⾏施策を継続した場合のごみ処理量
⇒ ⼈⼝・事業所数は増加するものの、市⺠・事業者によるごみ減量・リサイクルの

取組みにより、ほぼ横ばいで推移 56.9万トン（2030年度）

２次推計︓本計画に基づく新規施策等を実施した場合の効果を加えたごみ処理量
⇒ 53.0万トン ※計画の数値⽬標として設定

３.５万トン削減

人口増加の見通し

ごみ処理量の将来推計

施策の効果を多⾯的に把握するため、13の取組指標を設定（４）取組指標

市⺠１⼈１⽇あたり
家庭ごみ処理量
１事業所１⽇あたり
事業系ごみ処理量

2019
基準年度

2030
⽬標年度

2025
中間⽬標

501g 476g
(▲25g)

488g
(▲13g)

13kg 11kg
(▲2kg)

10kg
(▲3kg)

〇持続可能な消費行動への転換

〇手つかず食品、食べ残しなどによる食品ロスの削減

〇事業系古紙の資源化推進

〇ＥＳＧ投資の普及・促進

〇適正処理に向けた基盤整備の推進

〇大規模災害等に対応できる廃棄物処理体制の構築

〇廃棄物処理における温室効果ガス排出量削減の推進

〇海洋プラスチック対策、不法投棄対策の推進

〇設計段階からの環境配慮型商品の開発支援

〇ＡＩ・ＩＣＴを活用したシェアリング等の２Ｒビジネスの促進

〇多様なコミュニティによる都市と自然が調和した資源循環の確立

基
本
方
針
１

基本方針

適正処理の更なる推進

基
本
方
針
３

基
本
方
針
４

持続可能なライフスタイルとビジネススタイルへの転換

イノベーションとコミュニティによる地域循環共生圏の創造基
本
方
針
２

〇環境配慮型商品の更なる普及・促進

〇交流人口をターゲットとした３Ｒの推進

〇単身者・高齢世帯等の多様なライフスタイルに対応した資源循環の推進

タ
｜
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ト
に
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た
環
境
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育
・
広
報
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発
の
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施

経
済
的
手
法
の
活
用

分野横断的

施策
重点３品目

都市特性を踏まえた循環型社会づくり

古紙

プラス
チック
ごみ

食品

廃棄物

基本⽅針に基づく 施策の⽅向性

（２）重点３品⽬
○ ごみ減量・リサイクルを市⺠・事業者の皆様に分かりやすく、更なる取組みの推進につなげていくため、

可燃ごみ組成の上位３品⽬である 古紙、プラスチックごみ、⾷品廃棄物の３種類を重点３品⽬と
位置付け、重点的な減量施策を実施

古紙

食品

廃棄物

プラス
チック
ごみ

＜品⽬ごとの主な減量施策＞

○イベント等でのワンウェイ

プラスチックの削減推進

○マイバッグ・マイボトルの

普及・促進

〇業界団体と連携した代替素材の

普及・促進

○小売店等との連携強化

○プラスチックごみ処理のあり方検討

○事業者の地域清掃活動への参加促進

〇ペーパーレス化等の推進(特定事業用建築物への指導)
○再生紙の優先利用の促進

○地域集団回収の促進策検討

○事業系古紙の資源化推進

○雑がみの認知度向上

〇家庭での食品ロス削減

○施設特性に応じた３Ｒ推進モデル事業の実施

○事業者等による食品ロス削減の取組み支援

○フードドライブの推進

○事業系食品廃棄物の資源化推進

○生ごみリサイクル促進事業
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